
▶事業の進め方（詳細） 
拡幅協議（拡幅用地の整備等について協議を行います）

❶事前相談

❸道路中心線立会

❷拡幅協議
（「拡幅協議書」の提出）

❹拡幅協議終了
事業実施（用地寄附）

❹拡幅協議終了
事業実施（自主管理）

❹拡幅協議終了
事業は実施しません。

拡幅整備を行う 拡幅整備を行わない

❶「寄附申出書」の提出
•添付書類は「登記承諾書」「登記原因証明
情報」「印鑑登録証明書」が必要です。

❷境界立会い
•拡幅用地の登記手続きに必要となる境界
確定を実施します。

❸助成金交付申請（支障物件）
•事前に助成対象となる支障物件について
ご確認下さい。(詳しくは市のホームペー
ジに掲載しています。)
•「助成金交付申請書」を提出してください。

❹支障物件の撤去・移設
•支障物件の撤去・移設は、助成金交付決定
後に行って下さい。
•拡幅用地内の全ての支障物件を撤去して
いただきます。(地下埋設物を含む)

❺助成金の受取り
•全ての支障物件の除却が確認できました
ら、助成金を交付いたします。

大津市が行うこと 申請者に行っていただくこと

❶「寄附申出書」の提出

測量・境界確定作業 ❷境界立会い

❸助成金交付申請（支障物件）

助成金交付決定

❹支障物件の撤去・移設

分筆・所有権移転登記

助成金の支払い ❺助成金の受取り

拡幅用地の整備工事

事業終了（拡幅用地を市道の区域に編入、市が維持管理）

❶「機能保全誓約書」の提出
•拡幅用地の土地所有者に提出していただ
きます。

❷測量・境界確定作業　❸境界立会い
•申請者で全ての作業を行っていただきま
す。(助成等はありません)

❹支障物件の撤去・移設
•申請者で全ての作業を行っていただきま
す。(助成等はありません)
•拡幅用地内の全ての支障物件を撤去して
いただきます。(地下埋設物を含む)

❺助成金交付申請（道路整備）
•事前に助成対象となる整備内容について
ご確認下さい。(詳しくは市のホームペー
ジに掲載しています。)
•「助成金交付申請書」を提出してください。

❻拡幅用地の整備工事
•拡幅用地の整備工事は、助成金交付決定
後に行って下さい。

•隣接する生活道路と同等の整備を行って
いただきます。

❼助成金の受取り
•整備工事終了を確認させていただいた後、
助成金を交付します。

大津市が行うこと 申請者に行っていただくこと

❶「機能保全誓約書」の提出

❷測量・境界確定作業

❸境界立会い

❹支障物件の撤去・移設

❼助成金の受取り

❺助成金交付申請（道路整備）

助成金交付決定

❻拡幅用地の整備工事

助成金の支払い

事業終了（拡幅用地を土地所有者が自主管理）

• 事業概要について説明させていただきます。

• 敷地に接する道路が事業対象道路（生活道路）であるかの確認を行います。

• 事前相談は随時受け付けています。

❶事前相談

事業実施（拡幅用地を大津市に寄附していただく場合）事フローB 事業実施（拡幅用地を個人等で道路として整備、自主管理を行う場合)事フローC

拡フローA

• 拡幅協議では、「生活道路拡幅協議書」を提出していただくことにより、拡幅用地の位
置や整備等について協議をさせていただきます。

• 生活道路に隣接する敷地において建築確認申請を行う時は、申請の30日前までに拡
幅協議を行っていただくことになります。

• 建築確認申請がない場合も拡幅協議は随時受け付けています。事業利用しようとす
る場合は、必ず事前に拡幅協議を行って下さい。

❷拡幅協議

• 大津市、申請者、隣接地権者等の立会いのもと、道路中心線の確認を行います。
❸道路中心線立会

• 拡幅協議が終了しましたら、「拡幅協議済通知書」を交付します。

• 建築確認申請を行う場合は、申請時に「拡幅協議済通知書」の写しを添付して下さい。

❹拡幅協議終了

フローB フローCへ へ




